
清須市男女共同参画プランについて 

 

１・清須市男女共同参画プラン策定に関する経緯 

実施日 内容 

平成 20年 1月 

男女共同参画に関する市民アンケート調査実施 

○調査対象：市内在住の満 20歳以上の男女（無作為） 

○標本数：2,000人 

○抽出方法：住民基本台帳・外国人登録から男女各

1,000人を無作為抽出 

○調査方法：郵送法 

平成 20年８月７日 

第１回 男女共同参画プラン策定委員会 

【議事内容】 

○計画策定スケジュールについて 

○男女共同参画に関する市民アンケート調査結果につ

いて 

○計画策定の趣旨・背景について 

平成 20年 12月 17日 

第２回 男女共同参画プラン策定委員会 

【議事内容】 

○清須市男女共同参画プラン案について 

平成 21年２月２日 

～３月３日 

パブリックコメントの実施 

○提出数：３通 意見総数：５件 

○提出方法：窓口提出３通 

（新川地区２通 西枇杷島地区１通） 

○意見の内訳 

・数値目標並びに女性の登用率について・・・１件 

・これまでの市の活動状況について・・・１件 

・プランのネーミングについて・・・１件 

・学習や教育の場の設定について・・・１件 

・アンケートの集計結果の男女比率について・・・１

件 

 

平成 21年３月 18日 

第３回 男女共同参画プラン策定委員会 

【議事内容】 

○パブリックコメントの結果について 

○清須市男女共同参画プラン案について 

資料３ 



２．清須市男女共同参画プラン（見直し版）策定に関する経緯 

実施日 内容 

平成 25年 6月 団体ヒアリング調査の実施 

平成 25年 7月 アンケート調査の実施 

平成 25年 12月 19日 

第１回 清須市男女共同参画プラン策定委員会 

・アンケート結果について 

・プラン骨子案について 

平成 26年１月 29日 

第２回 清須市男女共同参画策定委員会 

・計画素案について 

・パブリックコメントの実施について 

平成 26年 2月 10日 

～ 

3月 10日 

パブリックコメントの実施 

平成 26年３月 19日 

第３回 清須市男女共同参画プラン策定委員会 

・清須市男女共同参画プラン【中間見直し版】原案に

ついて 

・パブリックコメント結果について 

 

３．プランの位置づけ 

本プランは、「男女共同参画社会基本法」の第 14条第３項に基づき、清須市において男女

共同参画社会の実現をめざす計画です。なお、本プランの一部は「ＤＶ防止法」第２条の３

第３項に定められる市町村基本計画としても位置づけることとします。 

 本プランは、国の「第３次男女共同参画基本計画」、愛知県の「あいち男女共同参画プラ

ン 2011－2015」の趣旨を踏まえて策定しています。 

 また、本プランは教育、福祉、まちづくりなど市のあらゆる分野に関わる計画となるため、

上位計画である「清須市総合計画」をはじめ、他計画との整合も図ることとします。 

 

４．プランの期間 

本プランは、平成 26年度から平成 30年度までの５年間とします。ただし、国内外の社会情

勢の変化や法制度等の改正等により、必要に応じてプランの見直しを行うものとします。 
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５．基本目標及び施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 市におけるポジティブ・アクションの推

施策２ 女性のエンパワーメントへの支援 

施策１ 家庭や地域における男女共同参画の促進 

施策２ 防災分野における男女共同参画の促進 

施策１ 仕事と生活の調和 
（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

施策２ 雇用の分野における男女平等の推進 

施策３ 女性のチャレンジ支援 

施策１ 安心して生活できる福祉サービスの充実 

施策２ 生涯を通じた健康づくりへの支援 

施策１ ＤＶの防止に向けた情報提供や啓発 

施策２ 相談・連携体制の整備・充実 

施策３ 被害者に対する支援の推進 

基本目標６ 

あらゆる暴力の根絶 

（清須市ＤＶ防止基本計画） 

基本目標１ 

人権の尊重と 

男女共同参画社会に向けての 

意識づくり 

施策１ 人権の尊重 

施策２ 男女共同参画意識を高める啓発活動の充

施策３ 男女共同参画を推進する教育・学習の充

■■プランの基本理念■■ 

みんなが認め合う 男女共同参画社会をめざして 

基本目標２ 

政策・方針決定過程への 

男女共同参画の拡大 

基本目標３ 

家庭や地域社会における 

男女共同参画の拡大 

基本目標４ 

男女がともに働きやすい 

就業環境の実現 

基本目標５ 

福祉の充実と生涯にわたる 

心身の健康づくり 


